
前年度⼜は前々年度の1⽇当たり売上⾼ 〜7.5万円 7.5〜25万円 25万円〜
１年間のおおよその売上⾼

（正確な⾦額）
〜約3,000万円
（2,738万円）

約3,000万〜約１億円
(2,738〜9,125万円)

約１億円〜
（9,125万円〜）

事業所シェア 約７割 約２割 約１割
協
力
金
の
金
額

緊急事態地域
or

まん延防止等重点地域
〜２０時の時短

３万円/⽇（注1）
※7.5万円の４割

３万円（注1）〜10万円/⽇
※売上高に応じて増加
7.5〜25万円の４割

10万円/⽇
※2５万円の４割

そ の 他 地 域 ２万円/⽇※４月21⽇までは21時時短の場合４万円/⽇（注2）
（注１）4⽉21⽇までに、まん延防⽌等重点措置として時短要請を⾏った場合には、当該まん延防⽌等重点措置期間に限り、３万円を4万円

とする。（この場合、1⽇当たり売上高「〜7.5万円」は「〜10万円」となる）
（注２）4月22⽇以降、21時までの時短の場合、売上高に応じて2.5万円〜7.5万円/⽇（※全国の時短要請終了まで）。ただし、２万円/⽇も可。

なお、4月21⽇までに時短要請を⾏った場合、5月5⽇までの間は経過措置として４万円/⽇。ただし、4月22⽇以降、まん延防止等重点措置
区域となった都道府県においては、その他地域は2.5万円〜7.5万円/⽇。

「協⼒⾦」の⾒直しについて
【中小企業の場合】

【大企業の場合】
１⽇当たりの売上⾼の減少額✖0.4（上限20万円） ※中小企業においても、この方式を選択可

10万円

３万円
→4万円

協⼒⾦/⽇・店舗

売上高/
⽇・店舗

事業所数の約７割

7.5万円→10万円 25万円

事業所数の約３割
今までどおりの申請、審査

添付書類に前年度⼜は前々年度の確定申告書等を追加

【別紙】内閣官房（新型コロナウイルス感染症対策推進室）作成資料


